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高松町に野積みされた廃棄物について 

本市高松町において、違法に収集運搬され野積みされたとみられる大量の廃棄物が適正に管理

されることなく長期間放置されている件について、占有者Ａは再三の行政指導等にも従わず、状

況改善が見込まれないため、行政処分へと移行したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（以下、「法」）を踏まえた現在及び今後の取組について次のとおり報告する。 

１．現在の取組状況 

これまでの各種相談・助言等を踏まえ、次のとおり行政処分等を進めた。 

時 期 取組事項 取組内容 

令和 3年 

9.21 

市法務相談(2回目) 今後の行政処分及び告発の対応について市顧問弁

護士に相談 

10.5 立川警察への相談 告発の対応等について相談 

10.8 【行政処分】占有者への

「報告の徴収(法 18条)」 

占有者が搬入した物や割合等、聞き取り実施 

［立会］地主Ｂ、東京都、立川警察 

10.20 関係者Ｃ、Ｄの聞き取り 電話による聞き取り実施 

10.21 関係者Ｅの聞き取り 現場にて廃棄物搬入等に関する聞き取り実施 

［立会］東京都 

11 月 【行政処分】関係者への

「報告の徴収(法 18条)」 

事前聞き取りで、本件に関係すると推定される者に

対し、搬入した物等、聞き取り実施 

［立会］東京都 

周辺住民等への聞き取り・

調査 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状況につ

いて聞き取り・調査実施 

２．今後のスケジュール(案) 

引き続き、東京都多摩環境事務所及び立川警察と連携し、次のとおり行政処分等を進め、

従わない場合は最終的に代執行を実行し、廃棄物の撤去・原状回復を行う。 

想定する取組事項 

【行政処分】「措置命令」（法 19 条の 4） 

・占有者及び関係者（以下、「占有者等」）が搬入したとみられる廃棄物について、占有者等

に対し「措置命令」、「措置命令に係る弁明通知書」を発出 

【行政処分】「公告」（法 19 条の７） 

・占有者等が搬入したとはみられない廃棄物について「排出元不明の一般廃棄物の不法投棄」

となり、確知できないものとして公告 

【行政処分】「代執行」（法 19条の７及び法 19 条の７第２号） 

・市長自ら支障の除去等の措置（行政代執行）を講じる 

【行政処分】「費用の請求」（法 19 条の７第２項） 

・占有者等が搬入したとみられる廃棄物の処理費用を占有者等に請求 

「再発防止」の実施 

・地主への土地の適正管理の要求、占有者への無許可の収集運搬等に対する指導、市職員に

よる現場パトロール、警察による監視、等の実施 

【刑事処分】「告発」 

・占有者等を措置命令違反（法 25条 5号）で刑事告発（警察と事前協議中） 
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